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今、再び期待が高まる新興国！
新興国連続増配成長株オープン
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動画にアクセス↓

新興国 連続増配企業
世界経済を牽引する勢いがある
経済成長著しい若い国々

数々の変化や困難を乗り越え、
増配を継続する安定した企業＋

ファンドのポイント
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新興国株式は先進国の株式と
比較すると、相対的に
良好な値動きを示しています。

新興国株式：MSCIエマージング・マーケット・
インデックス

先進国株式：MSCIワールド・インデックス※2016年1月1日を100として指数化

（出所）Bloombergを基に岡三アセットマネジメント作成

（出所）ラッセル・インベストメントのデータを基に岡三アセットマネジメント作成

新興国連続増配株：ラッセル新興国株インデッ
クスの構成銘柄（流動性の低い銘柄を除く）の
うち、原則5年以上連続して1株当たりの配当を
増額した銘柄の中から、配当成長性の高い上位
150銘柄を選定し、時価総額ウェイトで構成時
5%のウェイト制限をつけてシミュレーションを
実施したものです。また、5年以上の連続増配株
が150銘柄に満たない場合には、5年未満の連続
増配株に投資するものとしてシミュレーション
しています。なお、毎年6月に銘柄見直しを行い、
シミュレーションを行います。

新興国株式の中でも、
連続増配株はめざましい成果
を挙げています。

Okasan Asset Management

成長著しい新興国株式

良好なパフォーマンスの連続増配株
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ラッセル新興国株インデックス

（2000年12月～2017年5月、月次）

※2000年12月末を100として指数化



商号 登録番号
加入協会

日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

金
融
商
品
取
引
業
者

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

藍澤證券株式会社 関東財務局長（金商）第6号 ○ ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

香川証券株式会社 四国財務局長（金商）第3号 ○

三縁証券株式会社 東海財務局長（金商）第22号 ○

静岡東海証券株式会社 東海財務局長（金商）第8号 ○

株式会社証券ジャパン 関東財務局長（金商）第170号 ○

株式会社しん証券さかもと 北陸財務局長（金商）第5号 ○

ひろぎん証券株式会社 中国財務局長（金商）第20号 ○

廣田証券株式会社 近畿財務局長（金商）第33号 ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

愛媛証券株式会社 四国財務局長（金商）第2号 ○

三晃証券株式会社 関東財務局長（金商）第72号 ○
登
録

金
融
機
関

株式会社佐賀銀行 福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社琉球銀行 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○

【岡三アセットマネジメントについて】
商号：岡三アセットマネジメント株式会社
岡三アセットマネジメント株式会社は、金融商品取引業者として投資運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでい
ます。登録番号は、関東財務局長（金商）第370号で、一般社団法人投資信託協会および一般社団法人日本投資顧問業協会に加入してい
ます。
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新興国連続増配成長株オープンに関する留意事項

作成：岡三アセットマネジメント株式会社

【投資リスク】
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。ファンドは、新興国の
株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る
ことがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
ファンドの主な基準価額の変動要因としては、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」
があります。その他の変動要因としては「信用リスク」があります。

※基準価額の変動要因は上記のリスクに限定されるものではありません。

【その他の留意点】
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取扱う
投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は
下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
投資対象とする投資信託証券にかかる購入、換金申込の受付の中止および取消、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決
済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付を中止することや、すでに受付けた購入・換金申込み
の受付を取消すことがあります。

●詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご参照ください。

【お客様にご負担いただく費用】
＜お客様が直接的に負担する費用＞
購入時 購入時手数料 ：購入価額×購入口数×上限3.78％ (税抜3.5％) 詳しくは販売会社にご確認ください。
換金時 換 金 手 数 料 ：ありません。

信託財産留保額：換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.30％
＜お客様が信託財産で間接的に負担する費用＞
保有期間中 運用管理費用（信託報酬）

：純資産総額×年率1.134％（税抜1.05％）
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担

：純資産総額×年率1.782％（税抜1.65％）程度
※実質的な負担とは、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた報酬です。なお、実質的な運用管理費用
（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
その他費用・手数料 監査費用 ：純資産総額×年率 0.01296％ (税抜0.012％)     
有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を信託財産でご負担いただき
ます。また、投資対象とする投資信託証券に係る前記の費用等、海外における資産の保管等に要する費用を間接的にご負担いただきま
す。（監査費用を除くその他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）

●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはでき
ません。●詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続･手数料等」をご参照ください。

【販売会社について】2017年6月30日時点


